
平成１７年智頭町条例第 号

智頭町農業団地センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例

智頭町農業団地センターの設置及び管理に関する条例（昭和５９年智頭

町条例第１５号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（目的） （目的）

第１条 この条例は、地 方自治 第 １ 条 こ の 条 例 は 、 地 方 自 治

法（昭和22年法律第67号。以 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第

下「法」という。)第244条の 244条の２第１項の規定に基

２第１項の規定に基づき、智 づ き 、 智 頭 町 農 業 団 地 セ ン タ

頭町農業団地センター（以下 ー （ 以 下 「 団 地 セ ン タ ー 」 と

。 。） 、「 団 地 セ ン タ ー 」 と い う ） いう の設置及び管理に関 し

の設置及び管理に関し、必要 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目

な事項を定めることを目的と 的とする。

する。

（指定管理者による管理）

第４条 町 長 は 、 法 第 244条 の

２第３項の規定に基づき、法

人その他の団体であって町長

が指定するもの（以下「指定

管 理 者 」 と い う ） に 、 団 地。

センターに係る次に揚げる業

務を行わせるものとする。

(１) 団地センターの施設設備

の維持管理に関する業務

、(２) 前号に揚げるもののほか

団地センターの管理に関す

る業務のうち、町長のみの

権限に属する事務を除くも

の

（指定管理者の管理の期間)

第５条 指定管理者が前条に規

定する業務を行う期間は、前

条に規定する町長の指定を受



けた日の属する年度の翌年度

の４月１日（当該指定を受け

、た日が４月１日である場合は

当該日）から３年間とする。

ただし、再指定による期間の

更新を妨げない。

（開館時間及び休館日)

第６条 団地センターの 開館は

午前９時、閉館は午後10時と

。 、 、する ただし 指定管理者は

あらかじめ町長の承認を得て

変更することができる。

２ 団地センターの休館日は、

次のとおりとする。

(１) 日曜日及び祝祭日並びに

土曜日の午後

(２) １月１日から同月３日ま

で及び12月31日

３ 指定管理者は、特に必要が

あると認めるときは、前項の

規定にかかわらずあらかじめ

町長の承認を得て臨時に休館

し、又は休館日に開館するこ

とができる。

（利用の許可) （使用許可）

第７条 団地センターを利用し 第 ４ 条 団 地 セ ン タ ー を 使 用 し

ようとする者は、指定管理者 よ う と す る 者 は 、 町 長 の 許 可

の許可を受けなければならな を受けなければならない。

い。許可を受けた事項を変更 ２ 町 長 は 、 前 項 の 許 可 を 与 え

しようとするときも同様とす る 場 合 に お い て 、 団 地 セ ン タ

る。 ー の 運 営 管 理 上 必 要 が あ る と

２ 指定管理者は、その利用が きは、その使用について条件

次の各号のいずれかに該当す

る場合を除き、前項の許可を

しなければならない。

(１) 公の秩序を乱し、又は善

良の風俗を害するおそれが

あると認められるとき。

(２) 団地センターの施設設備



、 、をき損し 若しくは汚損し

又はそのおそれがあると認

められるとき。

(３) 暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律 平（

成３年法律第７７号）第２

条第２号に揚げる暴力団そ

の他集団的に又は常習的に

暴力的不法行為を行うおそ

れがある組織の利益になる

と認められるとき。

(４) 前３号に揚げる場合のほ

か、団地センターの管理上

支障があると認められると

き。

（行為の制限等)

第８条 団地センターに おいて

は、次の行為をしてはならな

い。

(１) 団地センターの施設設備

、 、をき損し 若しくは汚損し

又はそのおそれのある行為

をすること。

(２) 所定の場所以外の場所に

おいて喫煙し、又は飲食す

ること。

(３) 他人に迷惑を及ぼし、又

はそのおそれのある行為を

すること。

(４) 前３号に揚げるもののほ

か、団地センターの管理上

支障があると認められる行

為。

２ 指定管理者は、前項の規定

に違反し、又はそのおそれの

ある者に対しては、団地セン

ターへの入館を拒み、又は団

地センターからの退去を命ず

ることができる。



（措置命令)

第９条 指定管理者は、団地セ

ンターの適正な管理を図るた

、め必要があると認めるときは

利用許可を受けた者 以下 利（ 「

用 者 ） に 対 し 、 必 要 な 措 置」

を命ずることができる。

（利用許可の取り消し）

第10条 指定管理者は、利用者

が次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、利用許

可を取り消すことができる。

(１) この条例若しくはこの条

例に基づく規則又はこれら

の規定に基づく処分に違反

したとき。

(２) 前条の命令に従わないと

き。

(３) 利用許可を受けた利用目

的以外の目的に使用し、又

はそのおそれのあるとき。

(４) 利用許可の条件に違反し

たとき。

(５) 詐欺その他不正の行為に

。より利用許可を受けたとき

(６) 前各号に揚げるもののほ

か、団地センターの管理上

支障がある行為をし、又は

そのおそれがあるとき。

（利用料金） （使用料）

第11条 団地センターの利用に 第 ５ 条 団 地 セ ン タ ー を 使 用 し

係る料金（以下「利用料金」 よ う と す る 者 は 、 別 表 に 定 め

という ）は、別表のとおり る 使 用 料 を 納 め な け れ ば な ら。」

とし、指定管理者にその収入 な い 。 た だ し 、 地 域 農 業 者 が

として収受させることができ 団 地 セ ン タ ー の 設 置 目 的 に よ

る。 り使用する場合は無料とする。

２ 前項の規定により指定管理 ２ 町 長 は 、 公 益 上 特 に 必 要 が

者がその収入として料金を収 あ る と 認 め る と き は 、 使 用 料

受する場合においては、指定 を免除することができる。



管理者は、団地センターの利

用について、あらかじめ町長

の承認を得て定めた額の料金

を徴収する。

（使用料の返還）

第 ６ 条 既 納 の 使 用 料 は 、 返 還

し な い 。 た だ し 、 や む を 得 な

い 事 由 に よ っ て 使 用 を 中 止 し

た 場 合 は 、 既 納 の 使 用 料 の 全

部又は一部を還付する。

（使用の取消し等）

第 ７ 条 町 長 は 、 使 用 者 が 次 の

各 号 の １ に 該 当 す る と き は 、

使 用 の 許 可 を 取 り 消 し 、 使 用

を制限し、又は退去(以下「取

り消し等」という。)を命ず

ることができる。

(１) この条例又はこの条例に

基づく規則に違反したとき。

(２ ) 使 用 許 可 の 条 件 に 違 反 し

たとき。

(３ ) そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め

たとき。

第 ８ 条 町 長 は 、 団 地 セ ン タ ー

の 使 用 目 的 が 次 の 各 号 に 該 当

す る と き は 、 そ の 使 用 を 許 可

しない。

(１ ) 公 共 の 秩 序 若 し く は 風 俗

を み だ し 又 は 公 益 を 害 す る

お そ れ が あ る と 認 め ら れ る

場合

(２) その他不適当と認められ

る場合

（損害賠償）

第 ９ 条 使 用 者 は 、 建 物 、 附 属

施 設 、 備 付 け の 備 品 等 を 破 損

し 、 又 は 滅 失 し た と き は 、 こ



れ を 原 形 に 復 し 、 又 は そ の 損

害を賠償しなければならない。

た だ し 、 町 長 が 特 別 の 理 由 が

あ る と 認 め た と き は 、 そ の 全

部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と が

できる。

２ 町 長 は 、 第 ７ 条 の 規 定 に 基

づ く 使 用 許 可 の 取 消 し 等 に よ

り 、 使 用 者 が 被 っ た 損 害 に つ

い て は 、 そ の 賠 償 の 責 め を 負

わない。

（管理の委託）

第 10条 町 長 は 、 団 地 セ ン タ ー

の 管 理 を 智 頭 町 農 業 協 同 組 合

に委託する。

（利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、規則に

定めるところにより利用料金

を減免することができる。

（委任) （委任）

第13条 略 第11条 略

別表(第11条関係) 別表(第５条関係)

智頭町農業団地センター利用 智 頭 町 農 業 団 地 セ ン タ ー 使 用

料金 料表

(表については別紙参照) (表については別紙参照）



附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。

（準備行為）

２ 改正後の智頭町農業団地センターの設置及び管理に関する条例（以下

「新条例」という ）第３条の規定による指定及びこれに関し必要な手続。

その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

（経過措置）

３ この条例の施行の日前に改正前の智頭町農業団地センターの設置及び

管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相

当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。



改 正 後

別表（第１１条関係）

智頭町農業団地センター利用料金

種類 ／ 区分 利 用 料

農産加工研修室 １時間につき ４００円

生産組織会議室 １時間につき １００円

営農研修室 １時間につき ３００円

営農推進室 １時間につき １００円

備考 １時間未満は、１時間とする。

改 正 前

別表（第５条関係）

智頭町農業団地センター使用料表

種類＼区分 基本使用料 追加料金 冷暖房料

農産加工研修室 1,050円 105円 基本追加使用料に50％加

算する。

生産組織会議室 735円 73円

営農研修室 1,575円 157円

備考

１ 基本使用料は、許可使用時間４時間までの額をいう。

２ 追加使用料は、使用時間を超えて使用した時間１時間の額。た

だし、端数時間は１時間として計算し、追加料金については１円

未満は切り捨てる。


